
 平成２５年２月８日 

 

日本合成化学工業株式会社の株式の取得について 

 

三菱化学株式会社 

 

三菱化学株式会社（本社：東京都千代田区、社長：石塚 博昭、以下「当社」）は、従来、

持分法適用関連会社であった日本合成化学工業株式会社（証券ｺｰﾄﾞ：４２０１、本社：大阪府

大阪市、社長：小笠原 憲一、以下「日本合成化学」）との連携を強化するため、日本合成化

学の株式を漸次追加取得しておりましたが、その議決権の１００分の４０以上を保有することと

なったことから、実質支配力基準に鑑み、平成２１年９月９日をもって日本合成化学を株式会

社三菱ケミカルホールディングス及び当社の連結子会社としておりました。 

その後当社は、日本合成化学との連携をさらに強化するため、平成２２年８月３０日付にて

開催した当社の取締役会において、日本合成化学の株式の追加取得（以下「本件買付」）を

決定し、本件買付を行っておりましたが、今般、本件買付を完了しました。 

本件買付は、金融商品取引法施行令第３１条が規定する買集め行為に該当しております

ので、同施行令第３０条の規定に基づき、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本件買付による取得株式の数   １，０００万株 

 

２．取得株式の議決権総数に占める割合  １０．３％※ 

 

３．当社保有株式の議決権総数に占める割合 ５１．０％※ 

 

※平成２４年９月３０日現在における議決権総数により算出 

（小数点第二位以下は四捨五入） 

以 上 

＜本件に関するお問合せ先 ＞ 

㈱三菱ケミカルホールディングス 

広報・IR 室 

電話：03-6748-7140 

 


